
日出町 

妊婦歯科健診のお知らせ 

 

 

   

 

 

  【受診方法】 

    １ 下記の実施医療機関から受診したい医療機関を選ぶ 

    ２ 予約をする。その際に日出町妊婦歯科健診を受けたいことを伝える 

    ３ 予約日に受診する 

   

     

 

 

 

 【使用期限】 

     出産の前日まで 

※体調が安定してくる妊娠中期での受診がおすすめです。妊娠初期・後期での 

受診の際は、歯科医療機関に事前に受診が可能かご相談ください。 

  

【注意事項】 

    ・受診票は本人以外使用できません 

    ・受診日時点に他市町村へ引っ越された場合は使用できません 

    

実施医療機関名 電話番号 住所 

第二谷口歯科医院 ７２－９３３０ 大分県速見郡日出町大字豊岡３８５番地１ 

大原歯科医院 ７２－１６１６ 大分県速見郡日出町３１１５番地１８ 

フォレスト歯科口腔外科クリニック ５１－５６５１ 大分県速見郡日出町３６４１番地１の１ 

山下歯科医院 ２８－００５８ 大分県速見郡日出町３１８４番地 

脇歯科医院 ７２－７１１３ 大分県速見郡日出町１６６１番地１８ 

河野歯科医院 ７３－１１８２ 大分県速見郡日出町大字川崎８０７番地 

問合せ先 日出町こども家庭センター（子育て支援課内）  ☎０９７７－７３－３２３２ 

日出町では令和８年度より妊婦歯科健診を実施します。日出町に住民票

のある妊婦さんは、町内の定められた歯科医院にて妊婦歯科健診を１回無

料で受けることができます。 

妊婦の歯周病は、早産のリスクを高めてしまいます。ぜひ、妊娠期間中

に歯科健診を受診することをおすすめします。 

＜持ち物＞ 

・妊婦歯科健診受診票  ・母子健康手帳 

・健康保険の資格情報が確認できるもの（マイナンバーカード等） 

 

 


